
令和５年度 

地域限定旅行業務取扱管理者試験問題 

  次の注意事項に従って解答してください。（全１７ページ） 

  なお、本試験問題は、令和５年６月１日現在を基準としています。 

  〔注意事項〕 

 １．答は、別の解答用紙（マークシート）に記入してください。 

 ２．マークは濃度ＨＢまたはＢの鉛筆（シャープペンシルを含む。）を使用し、濃くきれいに塗

りつぶしてください。 

 ３．印刷が不鮮明なものや頁の欠落がありましたら取り替えますので、着席したまま手を挙げ

てください。 

 ４．試験終了後、この問題冊子は持ち帰ることができます。 

 ５．解答用紙（マークシート）は、必ず提出してください。白紙答案等の場合であっても、持

ち帰ることはできません。 

 ６．解答用紙（マークシート）の記入にあたっては、次の例に従ってください。指示に従わな

い場合は、採点されません。 

  試験地、受験番号、氏名欄の記入例及び解答欄の記入例 

  〔記入例〕試験地 東京都 受験番号 Ａ０５３９番  観光 三郎の場合 

 

 

 

 

 

２
科
目 

指示があるまで開いてはいけません 

問題の内容に関する質問にはお答えできません。 

００５３９ 

カンコウ サブロウ 

観光 三郎 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配 点】 

１ 旅行業法及びこれに基づく命令 

  各４点×２５問 

 

２ 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 

  各４点×２４問 
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� 旅行業法及びこれに基づく命令

旅行業法及びこれに基づく命令に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ

�つ選びなさい。

(�) 次の記述から、法第�条�目的�に定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

ａ唖旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保

ｂ唖旅行業等を営む者を通じた訪日外国人旅行の誘致と国際交流の促進

ｃ唖旅行者の利便の増進

ｄ唖旅行業務に関する取引の公正の維持

ア唖ａ，ｂ イ唖ａ，ｃ，ｄ ウ唖ｂ，ｃ，ｄ エ唖ａ，ｂ，ｃ，ｄ

(�) 報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を要しないものはどれか。

ア唖宿泊事業者が、徒歩のみの日帰り花見ハイキングツアーを販売する行為

イ唖観光協会が、旅行者からの依頼を受けて他人の経営する旅館を手配する行為

ウ唖コンビニエンスストアが、旅行に関する相談に応ずる行為

エ唖全国通訳案内士が、旅行者からの依頼に基づき、新幹線の乗車券類を手配する行為

(�) 登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか（いずれも総合旅行業務取扱管理

者を選任しているものとする。）。

ア唖第�種旅行業者は、本邦外の企画旅行（旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し、こ

れにより実施するものに限る。）を実施することができない。

イ唖第�種旅行業者は、本邦内の企画旅行（参加する旅行者の募集をすることにより実施するもので

あって、一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施されるものに限る。）を実施することが

できる。

ウ唖地域限定旅行業者は、訪日外国人旅行者を対象とした本邦内の企画旅行（参加する旅行者の募集

をすることにより実施するものであって、一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施される

ものに限る。）を実施することができる。

エ唖地域限定旅行業者は、法第14条の�第�項の規定により、第�種旅行業者が実施する本邦外の企

画旅行（参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。）について、当該第�種旅

行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。

(�) 次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。

ア唖刑法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり�年を経過していない者

イ唖暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第�条第	号に規定する暴力団員でなくなった

日から�年を経過していない者

ウ唖申請前�年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

エ唖旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が�以上であるもの
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(�) 変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業者等は、法人である場合であって、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から

30日以内に、登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。

イ唖旅行業者代理業者が地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業

所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

ウ唖第�種旅行業者は、主たる営業所の名称及び所在地について変更があったときは、その日から30

日以内に、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければ

ならない。

エ唖第�種旅行業者が第�種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登

録申請書を提出しなければならない。

(	) 営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業者は、営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書を受領したときは、直ちに

その事業を開始することができる。

イ唖旅行業者が新たに営業所を設置したときは、その日から14日以内に営業保証金を追加して供託し

なければならない。

ウ唖地域限定旅行業者が新規登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合、国債証券につい

て、その額面金額をもって、営業保証金に充てることができる。

エ唖旅行業者代理業者は、所属旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなけ

ればならない。

(
) 旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業者等は、訪日外国人旅行者の本邦内の旅行のみを取り扱う営業所においては、総合旅行業

務取扱管理者試験に合格した者を旅行業務取扱管理者として選任しなければならない。

イ唖旅行業者等は、本邦外の旅行について旅行業務を取り扱う営業所においては、総合旅行業務取扱

管理者試験に合格した者を旅行業務取扱管理者として選任しなければならない。

ウ唖第�種旅行業者は、拠点区域内の企画旅行（参加する旅行者の募集をすることにより実施するも

のに限る。）のみを取り扱う営業所においては、地域限定旅行業務取扱管理者試験（当該営業所の

所在する地域に係るものに限る。）に合格した者を旅行業務取扱管理者として選任しなければなら

ない。

エ唖旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が�年未満である者を旅行業務取扱管理者として選任す

ることはできない。

(�) 次の記述から、旅行業務取扱管理者の職務として定められているもののみをすべて選んでいるもの

はどれか。

ａ唖法第12条の
及び法第12条の�の規定による広告に関する事項

ｂ唖法第	条の�第�項の規定による登録事項の変更の届出に関する事項

ｃ唖法第12条の�の規定による取引条件の説明に関する事項

ｄ唖法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項

ア唖ａ，ｂ イ唖ａ，ｃ，ｄ ウ唖ｂ，ｃ，ｄ エ唖ａ，ｂ，ｃ，ｄ
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(�) 旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金（企画旅行に係るものを除く。）に関する次の記述の

うち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業者は、事業の開始後速やかに、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、これ

をその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

イ唖旅行業者代理業者は、その営業所において、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金を旅行者に見や

すいように掲示しなければならない。

ウ唖旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなけ

ればならない。

エ唖旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定めら

れ、旅行者にとって明確でなければならない。

(10) 旅行業約款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款

を定めたときは、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

イ唖旅行業者等は、旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、旅行業務に

関し契約を締結しようとするときは、旅行業約款の写しを旅行者に交付しなければならない。

ウ唖旅行業者は、旅行業約款について国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとすると

きは、登録行政庁の認可を受けることを要しない。

エ唖旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款よりも旅行者に有利

な旅行業約款を定めたときは、当該旅行業約款については、登録行政庁の認可を受けることを要し

ない。

(11) 旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と企画旅行契約を締結しようとするときの取引条件の説明及び

取引条件の説明をするときに交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア唖旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の

内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行

者に説明しなければならない。

イ唖旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の

氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載

しなければならない。

ウ唖旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の�に規定

するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、国土交通省令・内閣

府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

エ唖旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取

得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報を書

面に記載しなければならない。
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(12) 次の記述から、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項とし

て、定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

ａ唖契約の変更及び解除に関する事項

ｂ唖企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

ｃ唖旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格

ｄ唖旅行者の損害の補償に関する事項

ア唖ａ，ｂ イ唖ｃ，ｄ ウ唖ｂ，ｃ，ｄ エ唖ａ，ｂ，ｃ，ｄ

(13) 旅行業務取扱管理者の証明書の提示、外務員の証明書携帯等に関する次の記述のうち、正しいもの

はどれか。

ア唖旅行業者代理業者の外務員の証明書は、必ず当該旅行業者代理業者の所属旅行業者が発行しなけ

ればならない。

イ唖旅行業務取扱管理者が、旅行業務について旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者に対

し、国土交通省令で定める様式による旅行業務取扱管理者の証明書を必ず提示しなければならな

い。

ウ唖外務員とは、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、旅行業

者等の役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について

取引を行う者をいう。

エ唖外務員は、いかなる場合においても、その所属する旅行業者等に代わって、旅行者との旅行業務

に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。

(14) 企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ

か。

ア唖企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施し

ないこととするときは、広告にその旨及び当該人員数を表示しなければならない。

イ唖広告には、旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終

的には説明を行う旨を表示しなければならない。

ウ唖広告において、企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留

意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保しなければならない。

エ唖広告には、旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事

項を表示しなければならない。

(15) 次の記述から、旅行業者等が旅行業務について広告するとき、誇大表示をしてはならない事項とし

て定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

ａ唖旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項

ｂ唖旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項

ｃ唖旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項

ｄ唖旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項

ア唖ａ，ｃ イ唖ａ，ｂ，ｄ ウ唖ｂ，ｃ，ｄ エ唖ａ，ｂ，ｃ，ｄ
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(16) 標識に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア唖旅行業者代理業者は、営業所において、所属旅行業者の標識を公衆に見やすいように掲示しなけ

ればならない。

イ唖旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を掲示しては

ならない。

ウ唖旅行業者の標識には、登録番号、登録年月日及び登録の有効期間が記載事項として定められてい

る。

エ唖標識の受託取扱企画旅行の欄は、取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載しなけ

ればならない。

(17) 企画旅行の円滑な実施のための措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業者は、旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し、これにより実施する企画旅行

については、旅行に関する計画における�人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要す

る区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関す

る指示を行うことを要しない。

イ唖旅行業者は、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に対し、旅行地において旅行に関

する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じない旨を説

明すれば、当該措置を講じることを要しない。

ウ唖旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合に

おいては、その事由が旅行業者の関与し得ないものであるときを除き、代替サービスの手配及び当

該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じなければならない。

エ唖旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行

の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。

(18) 旅程管理業務を行う者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業者は、道路交通法違反により罰金刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日か

ら�年しか経過していない者を、旅程管理業務を行う主任の者として選任することはできない。

イ唖国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、登録研修機関が実施する旅程管理研

修の課程を修了した日から�年以内に�回以上又は当該研修の課程を修了した日の前後�年以内に

�回以上の旅程管理業務に従事した経験に限られる。

ウ唖企画旅行に参加する旅行者に同行して旅程管理業務を行う者として旅行業者によって選任される

者が複数の場合において、当該旅程管理業務を行う者のうち主任の者は、旅程管理業務を行う主任

の者の資格要件を満たすものでなければならない。

エ唖旅程管理業務を行う主任の者の指導による本邦内における旅程管理業務に相当する実務の研修を

受けた経験に限り、国土交通省令で定める旅程管理業務に従事した経験とみなす。
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(19) 法第13条�禁止行為�に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア唖旅行業者等は、宿泊のサービスを提供する者（旅館業法第�条の�第�項に規定する営業者を除

く。）と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法第�条第�項の届出をした者であるかどうかの

確認を怠る行為をしてはならない。

イ唖旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいか

なる場合も遅延する行為をしてはならない。

ウ唖旅行業者等は、運送サービス（専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。）を提供す

る者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為を行ってはならない。

エ唖旅行業者等は、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を

受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与してはならない。

(20) 受託契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア唖旅行業者は、受託契約を締結したときは、法第�条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録

を受けなくても、他の旅行業者が実施する企画旅行（参加する旅行者の募集をすることにより実施

するものに限る。）について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。

イ唖第�種旅行業者は、地域限定旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができる。

ウ唖旅行業者が受託契約を締結したときは、受託業務の取扱いを開始しようとする日までに、登録行

政庁にその旨を届け出なければならない。

エ唖委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を

締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければ

ならない。

(21) 旅行業者代理業者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業者代理業の登録は、当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うこ

とを内容とする契約が効力を失ったときは、その効力を失う。

イ唖旅行業者代理業者は、所属旅行業者の登録の有効期間満了の後、引き続き旅行業者代理業を営も

うとするときは、登録行政庁の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。

ウ唖旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、旅行業者代理業者である旨を

取引の相手方に明示すれば、所属旅行業者の氏名又は名称を明示することを要しない。

エ唖所属旅行業者が、受託契約において受託旅行業者代理業者を定めたときは、当該受託旅行業者代

理業者は、所属旅行業者に加え、委託旅行業者のためにすべての旅行業務を取り扱うことができる。

(22) 次の記述から、法第18条の��業務改善命令�として、定められているもののみをすべて選んでい

るものはどれか。

ａ唖企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。

ｂ唖旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結する

こと。

ｃ唖企画旅行の円滑な実施のための措置を確実に実施すること。

ｄ唖旅行業務取扱管理者を解任すること。

ア唖ａ，ｂ，ｃ イ唖ａ，ｃ，ｄ ウ唖ｂ，ｃ，ｄ エ唖ａ，ｂ，ｃ，ｄ

- 6 -



GC1.smd  Page 7 23/08/08 11:59  v4.00

(23) 旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア唖旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に

関し契約を締結したときに、当該取引をする者に対し交付する書面に、旅行者に提供すべき旅行に

関するサービスの内容を記載しなければならない。

イ唖旅行サービス手配業者は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やす

いように掲示しなければならない。

ウ唖旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を取り扱う者が�人である営業所についても旅

行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければならないが、本邦内の旅行のみについて旅行サー

ビス手配業務を取り扱う営業所にあっては、総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管

理者試験に合格した者を選任することができる。

エ唖旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する

重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

(24) 次の記述のうち、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められていな

いものはどれか。

ア唖社員である旅行業者からの手配依頼により、当該旅行業者と取引をした旅行に関するサービスを

提供する者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務

イ唖旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取

り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決

ウ唖旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び

旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

エ唖旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修

(25) 弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を実行しようとする者は、その

債権について登録行政庁の認証を受けなければならない。

イ唖旅行業協会の保証社員である旅行業者の弁済限度額は、当該旅行業者が営業保証金の供託の免除

の規定の適用がないとしたならば当該旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ること

ができない。

ウ唖旅行業協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、直ちに、その納付を受けた額に相

当する額の弁済業務保証金を旅行業協会の住所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

エ唖旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、登録行政庁から新規登録を受けた旨の通知を受けた

日から
日以内に、旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
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� 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款

�唖標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ�つ選びな

さい。

(�) 募集型企画旅行契約の部�適用範囲��用語の定義�に関する次の記述のうち、正しいものはどれ

か。

ア唖旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭のみにより特約を結んだと

きは、その特約は約款に優先して適用される。

イ唖旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は

一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、消費者契約法に限定される。

ウ唖�海外旅行�とは、本邦外のみの旅行をいい、�国内旅行�とは、海外旅行以外の旅行をいう。

エ唖�カード利用日�とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履

行すべき日をいう。

(�) 募集型企画旅行契約の部�旅行契約の内容��手配代行者��契約の申込み�に関する次の記述のう

ち、正しいものはどれか。

ア唖通信契約の申込みをしようとする旅行者は、旅行業者所定の申込書に所定の事項を記入の上、旅

行業者が別に定める金額の申込金とともに旅行業者に提出しなければならない。

イ唖旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、

手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがある。

ウ唖旅行者が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を、契約の申込時に申し出たときは、旅

行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な

措置に要する費用は、旅行業者の負担とする。

エ唖旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の

提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配する

ことのみを引き受ける。

(�) 募集型企画旅行契約の部�電話等による予約��契約締結の拒否�に関する次の記述のうち、誤っ

ているものはどれか。

ア唖旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の予約を

受け付ける。この場合、予約の時点では契約は成立していない。

イ唖旅行業者は、旅行業者の定める期間内に旅行者が申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知

しない場合は、予約がなかったものとして取り扱い、取消料に相当する額の違約料を申し受ける。

ウ唖旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結に応じないことがある。

エ唖旅行業者は、業務上の都合があるとの理由で、契約の締結に応じないことがある。
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(�) 募集型企画旅行契約の部�契約の成立時期��契約書面の交付��確定書面�に関する次の記述のう

ち、誤っているものはどれか。

ア唖通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立する。

イ唖旅行業者は、契約の成立後、旅行者から請求があったときに限り、旅行者に、旅行日程、旅行

サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交

付する。

ウ唖旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わ

せがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。

エ唖旅行業者が確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サー

ビスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。

(�) 募集型企画旅行契約の部�契約内容の変更��旅行代金の額の変更�に関する次の記述から、正し

いもののみをすべて選んでいるものはどれか。

ａ唖旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施

を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものであ

る理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内

容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明す

る。

ｂ唖旅行業者は、旅行を実施するに当たり、利用する宿泊機関について適用を受ける料金が、著し

い経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点の料金に比べて、通常想定される程

度を大幅に超えて増額される場合においては、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増

加することができる。

ｃ唖宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことによ

り、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合には、旅

行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、当該契約内容の変更の際に、その費用の範囲

内において旅行代金を増額することがある。

ｄ唖旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場

合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった

ときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。

ア唖ａ，ｄ イ唖ｂ，ｃ ウ唖ａ，ｂ，ｄ エ唖ａ，ｂ，ｃ，ｄ
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(	) 募集型企画旅行契約の部�旅行者の解除権�に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア唖旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行開始前、旅行開始後にかかわらず所定の取消料を当該

旅行業者に支払って契約を解除することができる。

イ唖利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示

した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金と比べて、通常想定される程度

を大幅に超えて増額されたことにより旅行代金が増額されたときは、旅行者は旅行開始前に所定の

取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

ウ唖航空会社の運航スケジュールの変更によって、契約書面に記載された旅行終了日が変更されたと

きは、旅行者は旅行開始前に所定の取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

エ唖旅行者が自宅から旅行の開始地である集合場所へ向かうために利用した交通機関が大幅に遅延し

たことにより、当該旅行への参加が不可能となったときは、当該旅行者は所定の取消料を支払うこ

となく契約を解除することができる。

(
) 募集型企画旅行契約の部�旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除�に関する次の記述のうち、正

しいものはどれか（いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。）。

ア唖旅行業者は、観梅を目的とする国内日帰り旅行における必要な開花状況等の旅行実施条件であっ

て、契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいときは、契約を解除するこ

とがある。

イ唖旅行業者は、旅行者から契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたため契約を解

除しようとするときは、国内日帰り旅行にあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

�日目に当たる日より前に、当該契約を解除する旨を当該旅行者に通知しなければならない。

ウ唖旅行業者は、�泊�日の国内旅行にあっては、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に

達しなかったという事由で契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって23日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。

エ唖旅行業者は、旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日に

おいて旅行者が契約を解除したものとし、この場合において、旅行者は、旅行業者に対し、所定の

取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
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(�) 募集型企画旅行契約の部�旅行業者の解除権−旅行開始後の解除��契約解除後の帰路手配�に関

する次の記述のうち、誤っているものはどれか（いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うもの

とする。）。

ア唖旅行業者は、旅行者が必要な介助者の不在により旅行の継続に耐えられないため、旅行開始後に

契約の一部を解除したときは、旅行代金のうち当該旅行者がいまだその提供を受けていない旅行

サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払

い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。

イ唖旅行業者は、添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となっ

たときは、契約の一部を解除することができる。

ウ唖旅行業者は、官公署の命令により旅行の継続が不可能となったため、旅行開始後に契約の一部を

解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サー

ビスの手配を引き受ける。

エ唖旅行開始後、旅行地で発生した天災地変により旅行の継続が不可能となったため、旅行業者が契

約の一部を解除したときは、旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。

(�) 募集型企画旅行契約の部�旅行代金の払戻し�に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

（いずれも通信契約でないものとする。）。

ア唖旅行開始後に、旅行地において大雪の影響で旅行の継続が不可能となったため、旅行業者が契約

内容を変更し旅行日程を短縮したことにより旅行代金が減額された場合において、旅行者に対し払

い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して

30日以内に当該金額を旅行者に払い戻す。

イ唖10月�日出発の�泊�日の国内旅行で旅行者が旅行開始後に病気になり、旅行の継続に耐えられ

ないため、旅行業者が旅行契約の一部を解除した場合において、旅行者に対して払い戻すべき金額

が生じたときは、旅行業者は、同年11月�日までに当該金額を払い戻さなければならない。

ウ唖国内日帰り旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、

旅行業者が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって	日目に当たる日に旅行者に旅行を中止す

る旨を通知して旅行契約を解除する場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたとき

は、旅行業者は、旅行開始日までに当該金額を払い戻さなければならない。

エ唖�月�日を旅行開始日とする国内旅行において、旅行者の都合により�月	日に契約を解除した

場合において、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は�月13日までに当該

旅行者に対し当該金額を払い戻さなければならない。
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(10) 募集型企画旅行契約の部�団体・グループ契約��契約責任者�に関する次の記述のうち、誤って

いるものはどれか。

ア唖旅行業者は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじ

め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。

イ唖旅行契約は、通信契約を締結した場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し申込金を受理した

時に成立するが、団体・グループ契約の場合においては、申込金の支払いを受けることなく当該契

約の締結を承諾することがある。

ウ唖日帰りの国内旅行であって、添乗員その他の者が当該旅行に同行する場合においても、契約責任

者は、旅行業者が定める日までに、構成者の名簿を旅行業者に提出しなければならない。

エ唖旅行業者は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義

務については、何らの責任を負うものではない。

(11) 募集型企画旅行契約の部�旅程管理��旅行業者の指示��添乗員等の業務�に関する次の記述か

ら、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

ａ唖旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず旅行サービスの内容を変更するときは、

変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の

変更を最小限にとどめるよう努力する。

ｂ唖旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、旅程管理業務その他当該旅行

に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部を行わせることはできないが、その一部を行わせ

ることはできる。

ｃ唖旅行業者は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者が旅行中に

旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約に従った旅行サー

ビスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずる。

ｄ唖旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円

滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

ア唖ａ，ｂ イ唖ｃ，ｄ ウ唖ａ，ｃ，ｄ エ唖ａ，ｂ，ｃ，ｄ

(12) 募集型企画旅行契約の部�旅行業者の責任��旅行者の責任�に関する次の記述のうち、正しいも

のはどれか。

ア唖旅行者の過失により旅行業者が損害を被ったときは、当該旅行者は、旅行業者に対し、15万円を

限度（当該旅行者に重大な過失があった場合を除く。）として賠償しなければならない。

イ唖旅行業者は、運送機関の運送サービス提供の中止により旅行者が損害を被ったときは、いかなる

場合においてもその損害を賠償する責任を負わない。

ウ唖旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万

が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を

旅行業者に申し出なければならない。

エ唖旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の故意又は過失により旅行者に損害（手荷物につ

いて生じた損害を除く。）を与えたときは、損害発生の翌日から起算して�年以内に旅行者から当

該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
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(13) 受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア唖旅行業者は、企画書面において、旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合、旅行者

から当該書面に記載された企画の内容に関して、契約の申込みがなかった場合であっても、当該旅

行者から企画料金を収受することができる。

イ唖旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう

求めることができるが、その結果、旅行代金が増額されたときは、当該増額分に加えて変更手続料

金も当該旅行者の負担とする。

ウ唖�受注型企画旅行�とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行

者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべ

き旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

エ唖旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、

必要な措置を講ずることがある。この場合において、当該措置に要した費用は、当該旅行業者の責

任の有無にかかわらず、旅行業者が負担する。

(14) 募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部�旅程保証�に関する次の記述のうち、正し

いものはどれか（いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額

を上回っているものとする。）。

ア唖旅行業者は、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が

生じた日から起算して30日以内に変更補償金を旅行者に支払わなければならない。

イ唖旅行業者が旅行者に変更補償金を支払った後に、当該契約内容の重要な変更について旅行業者に

責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は当該変更に係る変更補償金に加え損害

賠償金を支払わなければならない。

ウ唖旅行業者は、旅行者から契約内容の重要な変更があった旨の申出を受けた場合に限り、変更補償

金を支払わなければならない。

エ唖旅行業者が、変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が�件生じたことを旅行開

始日に旅行者に通知した場合、旅行業者は、旅行代金に約款に定める旅行開始後の�件あたりの率

を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対して支払わなければならない。

(15) 募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部�旅程保証�に関する次の記述のうち、変更

補償金の支払いを要するものはどれか。（いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定め

る支払いが必要な最低額を上回っているものとする。）。

ア唖確定書面に�伊丹空港発 奄美空港行き Ａ航空直行便�と記載したが、航空会社の過剰予約受付

により、�Ａ航空の伊丹空港発 鹿児島空港乗り継ぎで奄美空港着�に変更したとき。

イ唖利用予定列車が沿線火災の影響により大幅に遅延したため、目的地への到着が夕刻になり、確定

書面に記載した美術館への入場ができなかったとき。

ウ唖旅行者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置を講じたことにより、確定書面に利用ホテ

ルとして記載したＣホテルを、契約書面に記載のないＤホテルに変更したとき。

エ唖確定書面には利用航空会社として�Ａ航空のエコノミークラス�と記載したが、旅行開始後にＡ

航空の過剰予約受付により座席の不足が発生したため、契約書面に記載のある�Ｂ航空のエコノ

ミークラス�に変更したとき。
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(16) 募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部�特別補償��特別補償規程�に関する次の

記述のうち、誤っているものはどれか。

ア唖旅行業者は、当該旅行業者の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところによ

り、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あら

かじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。

イ唖特別補償規程に基づく旅行業者の補償金支払義務は、旅行業者が損害賠償責任に基づく損害賠償

金を支払う場合、その損害賠償金に相当する額だけ縮減する。

ウ唖添乗員、旅行業者の使用人又は代理人による受付が行われない場合において、旅行者がサービス

の提供を受ける最初の運送・宿泊機関等が船舶であるときは、当該船舶乗船時から企画旅行参加中

となる。

エ唖旅行者が企画旅行参加中の事故により傷害を被り、その直接の結果として入院し、事故の日から

180日以内に後遺障害が生じた場合、旅行業者は後遺障害補償金に加えて入院見舞金を支払う。

(17) 募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部�特別補償規程�に関する次の記述から、入

院見舞金、通院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものをすべて選んでいるものはど

れか。

（注�）旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべ

き補償金等はないものとする。

（注�）携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているもの

とする。

ａ唖国内企画旅行の日程に含まれている山岳登はん中（ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用す

るもの）に発生した大地震による落石事故によって被った傷害による30日間の入院

ｂ唖国内企画旅行に参加中の旅行者が、その自由行動日に、法令に定められた運転資格を持たない

で自動車を運転している間に生じた事故により、当該旅行者以外の当該企画旅行参加中の旅行者

が巻き添えとなって被った傷害による
日間の入院

ｃ唖自由行動中に誤って落したことにより、機能に支障をきたしたデジタルカメラ

ｄ唖野球観戦ツアーに参加中の旅行者が、野球場の座席に置き忘れた双眼鏡

ア唖ａ，ｂ イ唖ａ，ｃ ウ唖ｂ，ｃ エ唖ａ，ｂ，ｄ
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(18) 手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア唖�旅行代金�とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿

泊機関等に対して支払う費用及び旅行業者所定の旅行業務取扱料金（変更手続料金及び取消手続料

金を除く。）をいう。

イ唖旅行業者は、運送サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに当該運送

サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け

付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するも

のとする。

ウ唖旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾の

みにより契約を成立させることがある。

エ唖�手配旅行契約�とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次を

すること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス

の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。

(19) 手配旅行契約の部に関する次の記述から、誤っているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

ａ唖旅行開始前に運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動を生じ、旅行業者によって旅

行代金が増額されたときは、旅行者は、旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払うことな

く、契約を解除することができる。

ｂ唖旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させることがある

が、添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団

体・グループ行動を行うために必要な業務とする。

ｃ唖旅行業者は、旅行業者が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅

行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するときは、必ず契約書面を交付

しなければならない。

ｄ唖旅行者の都合により旅行開始前に契約が解除されたときは、旅行者はいまだ提供を受けていな

い旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれ

から支払う費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が

得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。

ア唖ａ，ｃ イ唖ｂ，ｄ ウ唖ａ，ｂ，ｃ エ唖ａ，ｂ，ｃ，ｄ
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(20) 旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア唖旅行業者は、契約の成立後すみやかに、旅行者に当該契約に係る相談内容、相談料金及びその収

受の方法、旅行業者の責任その他の必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

イ唖旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたとき

は、その損害発生の翌日から起算して	月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、

その損害を賠償する責に任じる。

ウ唖旅行業者が、相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により旅行地及び運送・宿泊機関

等に関する情報提供のみを行う業務を引き受けることは、旅行相談契約に該当する。

エ唖旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行

業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。

�唖一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを�つ選びなさ

い。

ア唖バス会社は、バス会社の自動車の運行上の過失によって、旅客の生命又は身体を害したときは、

これによって生じた損害を賠償する責に任じるが、その場合において、バス会社の旅客に対する責

任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限られる。

イ唖バス会社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、バス会社に旅客の運送を申し込む場合には、当

該旅行業者を契約責任者として運送契約を締結する。

ウ唖バス会社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、

運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがある。

エ唖運送契約は、旅客から運送申込書の提出があり、バス会社がこれを受理したときに成立する。

�唖海上運送法第�条第�項の規定に基づく標準運送約款（フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関す

る標準運送約款）に関する次の記述のうち、誤っているものを�つ選びなさい。

ア唖フェリー会社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、又は損傷により生じた損害につい

ては、フェリー会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、旅客�人につき

15万円を限度とし、これを賠償する責任を負う。

イ唖旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船員等が輸送の安全確保と船内秩序の維持のた

めに行う職務上の指示に従わなければならない。

ウ唖旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、�辺の長さの和が�メートル以下で、

かつ、重量が30キログラム以下の物品は、約款に規定する�手回り品�に該当する。

エ唖フェリー会社は、旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船す

る間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなす。
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�唖旅客鉄道会社（JR）の旅客営業規則に関する次の記述のうち、正しいものを�つ選びなさい。

ア唖�乗車券類�とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券及び座席指定券のみをいう。

イ唖小児のグリーン料金、寝台料金は、大人のグリーン料金、寝台料金の半額である。

ウ唖旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客等が所定の

運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。

エ唖旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物（猛獣及びへびの類を除く。）であって、所

定の条件を満たす場合に限り、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、

旅客鉄道会社の承諾を受けた場合は、無料で車内に持ち込むことができる。

�唖モデル宿泊約款に関する次の記述のうち、誤っているものを�つ選びなさい。

ア唖宿泊客がフロントに預けた現金及び貴重品については、ホテル（旅館）が、その種類及び価額の

明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、ホテル（旅館）は、いかなる場

合もその損害を賠償しない。

イ唖ホテル（旅館）は、宿泊客の手荷物が、宿泊に先立ってホテル（旅館）に到着した場合は、その

到着前に当該ホテル（旅館）が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにお

いてチェックインする際に当該手荷物を渡す。

ウ唖宿泊客が、宿泊中に宿泊契約の申込みの際に申し出ていた宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れ

た場合、ホテル（旅館）は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったもの

として処理する。

エ唖ホテル（旅館）は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の所定の時刻、又はあらかじめ明示され

た到着予定時刻を一定の時間経過しても到着しないときは、その宿泊契約は当該宿泊客により解除

されたものとみなして処理することがある。
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〈 以  上 〉
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